
令和２年度１１月補正予算案(１２月４日追加提案分)について

１ 概 要

新型コロナウイルス感染症患者のうち無症状者等を受け入れるための施設

整備について措置し、４百万円を計上する。

補正項目及び債務負担行為の設定
［ ］書きは債務負担行為で外数

無症状者等を受け入れる宿泊療養施設の整備 ４百万円
［追加分４５０百万円］

・新型コロナウイルス感染症患者のうち、無症状者や軽症者を

受け入れる宿泊療養専用のプレハブ施設をリース方式により

整備

※ 債務負担行為とは、地方公共団体が翌年度以降に債務を負担することについて、その

原因となる事項、期間及び限度額を予算の内容として定めておくもの

２ 令和２年度一般会計歳入歳出予算

１１月補正後予算額（11/18提案後） (ａ) ５，３００億円

１１月補正予算額（12/4追加提案分） (ｂ) ４百万円

補正後予算額 (ａ)＋(ｂ) ５，３００億円

＊対前年度同期比 １１０．６％

【参考】令和元年度 11月補正後予算額 4,791億円

３ 財 源

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 ４百万円


